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内

閣

府
、
厚
生
労
働
省
、

○
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
令
第
一
号

国
土
交
通
省

消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
三
年
法
律
第
七
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
一
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六

十
六
条
第
七
項
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す

る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
一
月
四
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

厚
生
労
働
大
臣

後
藤

茂
之

農
林
水
産
大
臣

金
子
原
二
郎

経
済
産
業
大
臣

萩
生
田
光
一
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国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定

め
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る

総

理

府
、
厚

生

省
、

命
令
（
平
成
十
一
年
農
林
水
産
省
、
通
商
産
業
省
、
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

運

輸

省
、
建

設

省

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄

に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
（
こ
れ

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
六
十
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
五
項

ら
の
規
定
を
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、

の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、

別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

別
記
様
式

別
記
様
式

表
面

表
面

第
号

第
号

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
6
6
条
第
７
項
の
規
定

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
第
6
6
条
第
６
項
の
規
定

に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
証
明
書

に
よ
る
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
身
分
証
明
書

３
セ
ン
チ
メ

ート
ル

→

３
セ
ン
チ
メ

ート
ル

→

官
職

官
職

氏
名

氏
名

４
写

４
写

セ
セ

押

ン
ン

出
年

月
日
生

チ
チ

ス

メ
年

月
日
発
行

メ
タ

年
月

日
発
行

ー
ー

ン

ト
ト

プ
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ル
真

発
行
者

㊞
ル

真
発
行
者

㊞

裏
面

裏
面

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
抜
粋

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
抜
粋

第
6
6条

主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

第
6
6条

主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

、
、

認
め
る
と
き
は

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
販
売
業
者

役
務

認
め
る
と
き
は

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
販
売
業
者

役
務

、
、

、
、

提
供
事
業
者

統
括
者

勧
誘
者

一
般
連
鎖
販
売
業
者

業
務
提

提
供
事
業
者

統
括
者

勧
誘
者

一
般
連
鎖
販
売
業
者

業
務
提

、
、

、
、

、
、

、
、

供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
若
し
く
は
購
入
業
者

以
下

販
売
業
者

供
誘
引
販
売
業
を
行
う
者
若
し
く
は
購
入
業
者

以
下

販
売
業
者

（
「

（
「

等
と
い
う

に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物

等
と
い
う

に
対
し
報
告
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物

」
。
）

、
」

。
）

、

件
の
提
出
を
命
じ

又
は
そ
の
職
員
に
販
売
業
者
等
の
事
務
所

事
件
の
提
出
を
命
じ

又
は
そ
の
職
員
に
販
売
業
者
等
の
店
舗
そ
の
他

、
、

、

業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ

の
事
業
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

、
、

、
、

の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に

若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

、
、

質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

る
。

。

２
主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

２
主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

、
、

認
め
る
と
き
は

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
連
商
品
の
販
売

認
め
る
と
き
は

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
関
連
商
品
の
販
売

、
、

を
行
う
者
そ
の
他
の
販
売
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し

を
行
う
者
そ
の
他
の
販
売
業
者
等
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
者
と
し

て
政
令
で
定
め
る
者

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

密
接
関
係
者

と
て
政
令
で
定
め
る
者

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

密
接
関
係
者

と
（

「
」

（
「

」

い
う

に
対
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
命
じ

又
は
そ
の

い
う

に
対
し
報
告
若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
命
じ

又
は
そ
の

。
）

、
。
）

、

職
員
に
密
接
関
係
者
の
事
務
所

事
業
所
そ
の
他
そ
の
事
業
を
行
う

職
員
に
密
接
関
係
者
の
店
舗
そ
の
他
の
事
業
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

、
、

場
所
に
立
ち
入
り

帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

若
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ

若
し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の

、
、

、
、

、

し
く
は
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

３
主
務
大
臣
は

こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と

４
主
務
大
臣
は

特
定
商
取
引
適
正
化
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保

、
、
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認
め
る
と
き
は

そ
の
必
要
の
限
度
に
お
い
て

そ
の
職
員
に
販
売

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

指
定
法
人
に
対
し

特
定
商

、
、

、
、

業
者
等
か
ら
業
務
の
委
託
を
受
け
た
者
の
事
務
所

事
業
所
そ
の
他

取
引
適
正
化
業
務
若
し
く
は
資
産
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ

、

そ
の
事
業
を
行
う
場
所
に
立
ち
入
り

そ
の
委
託
を
受
け
た
業
務
に

せ
又
は
そ
の
職
員
に

指
定
法
人
の
事
務
所
に
立
ち
入
り

特
定

、
、

、
、

関
し
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

商
取
引
適
正
化
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件

、
。

、

５
主
務
大
臣
は

特
定
商
取
引
適
正
化
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

、
。

す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て

指
定
法
人
に
対
し

特
定
商

５
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で
の
規
定
は

通
信
販
売
電
子
メ

ール
広

、
、

、

取
引
適
正
化
業
務
若
し
く
は
資
産
の
状
況
に
関
し
必
要
な
報
告
を
さ

告
受
託
事
業
者

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者
及

、

せ
又
は
そ
の
職
員
に

指
定
法
人
の
事
務
所
に
立
ち
入
り

特
定

び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者
に
つ
い

、
、

、

商
取
引
適
正
化
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件

て
準
用
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

第
２
項
及
び
第
３
項
中

「販
、

。
、

を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

売
業
者
等

」と
あ
る
の
は

「通
信
販
売
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事

。
、

６
第
１
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
は

通
信
販
売
電
子
メ

ール
広

業
者

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者
又
は
業
務
提

、
、

告
受
託
事
業
者

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者
及

供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者

」と
読
み
替
え
る

、

び
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者
に
つ
い

も
の
と
す
る
。

て
準
用
す
る

こ
の
場
合
に
お
い
て

第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の

６
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

（こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準

。
、

規
定
中

「販
売
業
者
等

」と
あ
る
の
は

「通
信
販
売
電
子
メ

ール
用
す
る
場
合
を
含
む

）又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

、
。

広
告
受
託
事
業
者

連
鎖
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者

す
る
職
員
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

関
係
人
に
提

、
、

、

又
は
業
務
提
供
誘
引
販
売
取
引
電
子
メ

ール
広
告
受
託
事
業
者

」と
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

７
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

（こ
れ
ら
の
規
定
を
第
５
項
に
お
い
て

。

７
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

（こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準

準
用
す
る
場
合
を
含
む

）又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

。

用
す
る
場
合
を
含
む

）又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

の
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

。
、

す
る
職
員
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

関
係
人
に
提

な
ら
な
い

、
、

。

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
71
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

６
月
以
下
の
懲

。
、

８
第
１
項
か
ら
第
３
項
ま
で

（こ
れ
ら
の
規
定
を
第
６
項
に
お
い
て

役
又
は
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る

、
。

準
用
す
る
場
合
を
含
む

）又
は
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

三
第
6
6
条
第
１
項

（同
条
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

。

の
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は

む
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ

、
。

。

な
ら
な
い

ず
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

若
し
く
は
同
条
第
１
項
の
規

。
、

、
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第
71
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

当
該
違
反

定
に
よ
る
物
件
を
提
出
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
を
提
出
し

、
、

行
為
を
し
た
者
は

６
月
以
下
の
懲
役
又
は
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌

、
、

、
、

に
処
し

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る

避
し

若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず

、
。

、

三
第
6
6
条
第
１
項

（同
条
第
６
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、

む
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ

四
第
6
6
条
第
２
項

（同
条
第
５
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

。
。

ず
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

若
し
く
は
同
条
第
１
項
の
規

る
場
合
を
含
む

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）の
規
定
に
よ

、
、

。
。

定
に
よ
る
物
件
を
提
出
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
を
提
出
し

る
報
告
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

若
し
く
は
同
条

、
、

、

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

若
し
く
は
忌

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
を
提
出
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
資

、
、

、
、

避
し

若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
陳
述
を
せ
ず

料
を
提
出
し

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

、
、

、
、

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き

若
し
く
は
忌
避
し

若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し

、
。

、

四
第
6
6
条
第
２
項

（同
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

、

る
場
合
を
含
む

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ

）の
規
定
に
よ

第
73
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は

30
万
円
以
下
の

。
。

、

る
報
告
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し

若
し
く
は
同
条

罰
金
に
処
す
る

、
、

。

第
２
項
の
規
定
に
よ
る
資
料
を
提
出
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
資

三
第
6
6
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽

、
、

料
を
提
出
し

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

の
報
告
を
し

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

、
、

、
、

、
、

若
し
く
は
忌
避
し

若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し

若
し
く
は
忌
避
し
た
者

、

陳
述
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き

、
。

第
7
3条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は

当
該
違
反

、

行
為
を
し
た
者
は

30
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る

、
。

二
第
6
6
条
第
３
項

同
条
第
６
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す

（

る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

又
は

。
）

、
、

忌
避
し
た
と
き
。

四
第
6
6
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず

若
し
く
は
虚
偽

、

の
報
告
を
し

又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み

妨
げ

、
、

、

若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。
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（備
考

）

１
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
こ
と

（備
考

）

１
用
紙
の
大
き
さ
は

日
本
産
業
規
格
Ｂ
８
と
す
る
こ
と

、
、

。
。

２
発
行
者
は

内
閣
総
理
大
臣

消
費
者
庁
長
官
若
し
く

２
発
行
者
は

内
閣
総
理
大
臣

消
費
者
庁
長
官
若
し
く

、
、

、
、

は
経
済
産
業
局
長

厚
生
労
働
大
臣

農
林
水
産
大
臣

は
経
済
産
業
局
長

厚
生
労
働
大
臣

農
林
水
産
大
臣

、
、

、
、

、
、

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣

経
済
産
業
大
臣
又
は
国
土
交
通
大
臣
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附

則

こ
の
命
令
は
、
消
費
者
被
害
の
防
止
及
び
そ
の
回
復
の
促
進
を
図
る
た
め
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


